
次のようなことを言われていませんか？

□携帯電話の番号が変わった
□パンフレットが届いた人しか買えない
□必ず高く買い取るので、代理購入してほしい
□宝くじの当選番号を教える
□あなたの通帳が事件で使用されている
□保険料の還付がある、医療費の戻りがある

上記に該当するものがあれば、詐欺のおそれが高いので、駐在所にご相談く
ださい。
特に「今日中に！」等と、急がせる文言があれば詐欺の可能性が非常に高い

です！！
※お金を支払う前に、かならず相談をしてください！！

令 和 ６ 年 ２ 月 号

鉢形駐在所

電話４９－１１１０

日本でのインターネット利用者は１億人を超え、令和４年末にお
ける人口普及率は８４．９パーセントとされています。国民の１０人に８人以上がパ
ソコンやスマートフォンを使用してインターネットを利用している時代です。
その一方、不正アクセスやコンピューターウィルスによる情報流出、インターネッ

トオークション・ショッピングサイトを利用した詐欺事件、仮想通貨を利用した犯罪
が多発しています。こうした犯罪の中には、少しの注意を払って基本的な対策をして
いれば防ぐことができるものも少なくありません。
このサイバーセキュリティー月間を機会に、安全に安心してインターネットを利用

するため、サイバーセキュリティー対策について考えましょう。
具体的な対策について、
・ＯＳやウイルス対策ソフト等の更新
・ＩＤ・パスワード等の適切な管理
・怪しいメールは開かずに削除等

１１０番は緊急の事件事故の専用電話です。
１１０番 慌てず あせらず 冷静に


